
村上市建設工事請負代金中間前金払制度実施要領

平成 20年 7月 1日伺定

平成 21年 7月 27 日一部改正

平成 28年 3月 18 日一部改正

１ 趣旨

この要領は、村上市建設工事請負基準約款（以下「約款」という。）第 35条第２項に

定める前金払（以下「中間前金払」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものと

する。

２ 対象工事

建設工事であって、原則として年度内完成工事に係るものとするが、繰越明許費に指

定された経費による工事及び翌年度にわたって債務を負担することとした工事について

も対象とする。

３ 対象となる経費の範囲及び支出要件

公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第５条の規定に基

づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事１件の請負代金の額

が 500 万円以上の建設工事であって、以下の要件に該当するものに係る当該工事の材料

費等に相当する額として必要な経費については、当該経費の４割を超えない範囲内で既

にした前金払に追加して、当該経費の２割を超えない範囲内に限り前金払をすることが

できる。

（１）工期の２分の１を経過していること。

（２）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該

工事に係る作業が行われていること。

（３）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１（債務

負担行為にあっては、出来高予定額の２分の１）以上の額に相当するものであること。

［注］当該工事の材料費等とは、約款第 37条に規定する「工事の材料費、労務費、機

械器具の賃借料、機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、

動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料」をいう。

４ 中間前金払の割合

請負代金の額の 10分の２以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合

計額が請負代金の額の 10分の６を超えてはならないものとする。

５ 債務負担行為等に係る特例（２以上の会計年度にわたる継続事業に関する支払方法等）

（１）債務負担行為に係る契約分については、その年割額が当該年度内に支出できる見

込みのものについて、当該年割額を対象として、中間前金払をすることができるもの

とする。

（２）中間前金払を選択した場合においても、債務負担行為に係る工事における各年度



の出来高予定額（最終年度に係るものを除く。）に係る当該年度末の出来高に対する部

分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払については、当該年度の出来高に対

して部分払をすることができる。

６ 中間前金払の認定

（１）市長は、請負者から認定請求書（様式１）の提出により中間前金払に係る認定の

請求があったときは、上記３に掲げる要件を確認するものとする。なお、同３の（３）

による作業経費の実績については、同（２）による工事実績の確認ができれば、明ら

かに請負代金の額の２分の１を下回る場合を除き、確認できたものとみなす。この場

合の留意点は以下のとおりである。

ア 進捗が金額面でも２分の１以上であることを確認するために必要な資料とし

て履行状況報告書（様式２）を提出させることとし、その認定は、認定請求書

の作成時点における現在日出来高に請負代金額を乗じて得た額により行うこと

ができるものとする。

イ 工事現場に搬入された検査済みの工事材料があるときは、これに相応する請

負代金相当額を出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。

［注］本項は、出来高の数値に疑義がある場合に、当該数値の根拠となる資

料の提示等を求める発注者としての権利を排除するものではない。

ウ 土木工事共通仕様書第１節１－17 に基づく設計図書の変更指示により、新規

工種等の追加指示が行われていれば、新規工種等の追加に係る契約書の変更が

されていなくても、当該新規工種等に係る出来高を認定対象とする出来高に含

めることができるものとする。

［注１］新規工種等に係る出来高を認定対象とする出来高に含めること

は、請負者が出来高計算の際に用いた単価、数量等を発注者として確認

したことを意味するものではないので契約書の変更に係る協議等にお

いて留意すること。また、出来高の計算に当たっては、以下の式を適用

することとする。

出来高 =（Ｂ＋Ｃ）／Ａ

Ａ：中間前払金の支払請求時点における請負契約額

Ｂ：中間前払金の支払請求時点における契約内容に対応した出来高

Ｃ：当該部分に係る契約書の変更が未実施の部分（工事標準仕様書第

１節１－17 に基づく変更指示文書発出済のものに限る。）

［注２］履行状況報告書において契約済部分の出来高（上式のＢ／Ａ項に当

たる数値）のみ記述している場合で、当該契約済部分の出来高が 50

パーセントに満たないが、上式による出来高（（Ｂ＋Ｃ）／Ａ）であれ

ば 50 パーセント以上となるときは、上式による出来高を適切に付記さ

せること。



（２）市長は、当該認定の請求があったときは、請負者が提出する資料について内容の

不備若しくは提出の遅滞があったとき、又は連休期間前その他特別の事情がある場合

を除き、当該請求を受けた日から遅くとも７日以内に認定結果を通知するものとする。

７ 認定調書等及び支払

（１）市長は、上記６の認定による結果、中間前金払が妥当であると認めるときは、認

定調書（様式３）を請求者に交付することとする。

（２）認定調書が交付された請負者が中間前払金の支払請求をする場合は、請求書に前

払金保証証書（原本）を添付して請求することとする。

（３）市長は、当該支払請求を受けた日から 14日以内に当該支払をする。

（４）請負者から前払金保証証書を受ける場合は、当該証書原本を工事所管課に提出さ

せることとし、所管課が保管することとする。

８ 中間前金払と部分払の選択

中間前金払の対象となる工事については、原則として部分払は行わないものとする。

ただし、上記５の（２）に該当し部分払を適用する場合は、入札公告及び入札通知書に

「部分払適用あり」と明記する。

附 則

この要領は、平成 20年７月１日から施行する。

附 則

この要領は、公布の日から施行し、入札公告及び入札通知日が平成 21 年７月１日以降の

ものから適用する。

附 則

この要領は、平成 28 年４月１日から施行し、同日以後に契約を締結する工事から適用す

る。



様式１

平成 年 月 日

村上市長 様

（請負者） 住 所

商号又は名称

代表者名 印

中 間 前 払 金 認 定 請 求 書

下記の工事について、中間前払金の認定を請求します。

なお、工事の履行状況については、別紙のとおりです。

記

１ 工事名

２ 工事場所

３ 請負代金額 円

うち前払金額 円

うち中間前払金額 円

４ 工 期 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

注１ 認定資料として、履行状況報告書（様式２）を提出してください。

注２ 認定に必要な資料として、実施工程表、写真等の提出を求めることがあり

ます。



様式２

履 行 状 況 報 告 書

平成 年 月 日

工事名：

契約工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日（ 日）

月 別 予定工程（％）

（変更）

実施工程（％） 備 考

記 事



様式３

平成 年 月 日

（請負者）

様

村上市長 印

認 定 調 書

平成 年 月 日付けの中間前払金認定請求につきましては、その要件を具備

していると認定します。

記

１ 工事名

２ 工事場所

３ 請負代金額 円

うち前払金額 円

うち中間前払金額 円

４ 工 期 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで



様式２

（記載例）

履 行 状 況 報 告 書

平成 年 月 日

工事名：

契約工期 平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日（３６５日）

月 別 予定工程（％）

（変更）

実施工程（％） 備 考

４ ０ ０

５ ５ ５

６ １５ １３

７ ２５ ２０

８ ３０ ２５

９ ４０（３５） ３６

１０ ５０（４５） ４６

１１ ６０（５５） ５６ （平成１９年１１月末の出来高）

１２ ７５（７０）

１ ８５（８５）

２ １００（９５）

３ （１００）

記 事


